
訓

令 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
局 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

大 

澤 

一 

司 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
二
の
四
事
務
局
職
員
の
服
務
に
関
す
る
事
務
の
項
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
23
中
「
第 

三
項
」
を
「
第
六
項
」
に
、
同
欄
24
中
「
の
振
替
及
び
」
を
「
及
び
週
休
日
の
ほ
か
に
勤
務
時

間
を
割
り
振
ら
な
い
日
の
振
替
並
び
に
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
表
第
三
の
二
職
員
の
給
与
に
関
す
る
事
務
の
項
人
事
委
員
会
決
裁
事
項
の
欄
中
４
を
削
り
、

同
欄
５
中
「
初
任
給
規
則
第
十
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関

す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

二
二
一
。
以
下
「
初
任
給
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
条

第
一
項
後
段
」
に
改
め
、
同
欄
中
５
を
４
と
し
、
同
欄
６
中
「
第
一
号
」
を
「
後
段
」
に
改
め
、

同
欄
中
６
を
５
と
し
、
７
及
び
８
を
削
り
、
同
欄
10
中
「
初
任
給
基
準
」
の
下
に
「
又
は
給
料
表

の
適
用
」
を
加
え
、
同
欄
中
９
を
６
と
し
、
10
を
７
と
し
、
11
を
削
り
、
12
か
ら
28
ま
で
を
８
か

ら
24
ま
で
と
し
、
同
項
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
中
２
、
３
及
び
４
を
削
り
、
同
欄
５
中
「
第
十

六
条
」
を
「
第
十
条
第
五
項
」
に
、
「
号
給
」
を
「
職
務
の
級
」
に
、
「
第
一
号
」
を
「
各
号
」
に

改
め
、
同
欄
中
５
を
２
と
し
、
６
を
削
り
、
７
か
ら
39
ま
で
を
４
か
ら
36
ま
で
と
し
、
２
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

３ 

初
任
給
規
則
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
人
事
交
流
に
よ
り
採
用
し
た
職
員
等

の
号
給
を
決
定
す
る
場
合
の
承
認
を
す
る
こ
と
（
初
任
給
規
則
第
十
条
第
一
項
各
号
に
規
定

す
る
職
務
の
級
に
決
定
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
。 

別
表
第
三
の
七
職
員
の
任
用
に
関
す
る
事
務
の
項
人
事
委
員
会
決
裁
事
項
の
欄
４
中
「
第
一
号
」

を
「
各
号
」
に
改
め
、
同
欄
12
中
「
第
一
号
」
を
「
各
号
」
に
改
め
、
同
欄
19
中
「
第
四
条
第
一

項
」
を
「
第
四
条
」
に
、
「
第
一
号
」
を
「
各
号
」
に
改
め
、
同
欄
中
18
か
ら
22
ま
で
を
19
か
ら

23
ま
で
と
し
、
17
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

18 

任
用
規
則
第
二
十
九
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
任
用
候
補
者
名
簿
の
失
効

日
を
別
に
定
め
る
こ
と
。 

別
表
第
三
の
七
職
員
の
任
用
に
関
す
る
事
務
の
項
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
３
中
「
第
一
号
」 

を
「
各
号
」
に
改
め
、
同
欄
８
中
「
第
一
号
」
を
「
各
号
」
に
改
め
、
同
欄
29
中
「
第
一
号
」
を

「
各
号
」
に
改
め
、
同
欄
中
30
を
削
り
、
31
を
30
と
し
、
32
を
31
と
し
、
同
欄
33
中
「
第
七
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条
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
、
同
欄
中
33
か
ら
37
ま
で
を
32
か
ら
36
ま
で
と
す
る
。 

 
 

別
表
第
三
の
八
勤
務
延
長
及
び
異
動
期
間
の
延
長
に
関
す
る
事
務
の
項
人
事
委
員
会
決
裁
事
項

の
欄
１
中
「
第
一
号
」
を
「
各
号
」
に
改
め
、
同
欄
５
中
「
第
一
号
」
を
「
各
号
」
に
改
め
、
同

項
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第
一
号
」
を
「
各
号
」
に
改
め
、
同
欄
５
中
「
第
一
号
」
を

「
各
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
表
第
四
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
15
「
第
三
項
」
を
「
第
六
項
」
に
、
同
欄
17
中
「
の
振

替
及
び
」
を
「
及
び
週
休
日
の
ほ
か
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
の
振
替
並
び
に
」
に
改

め
、
任
用
審
査
課
長
専
決
事
項
の
欄
５
中
「
第
一
号
」
を
「
各
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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